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第１回荒瀬ダムに係る説明会概要（八代ハーモニーホール）

～H20.8.1 19:00
八代ハーモニーホール

【説明】

（中園総務経営課長）

皆さんこんばんは。本日は大変暑い中、またお忙しい中ご出席をいただきましてありが

とうございます。定刻になりましたので、ただいまから荒瀬ダムに係る説明会を開催させ

ていただきます。私熊本県企業局総務経理課の中園と申します。今日の司会進行を努めさ

せていただきます。よろしくお願いいたします。皆様のお手元に資料をお配りしてござい

ますけども、本日は表紙をめくっていただきますと会次第がございます。会次第に従い進

めさせていただきます。では、開会にあたりまして主催者を代表して企業局の上野が挨拶

を申し上げます。

（上野局長）

皆様こんばんは。夜７時からの説明会ということで誠に申し訳ございませんけどよろし

くお願いいたします。荒瀬ダム問題では地域の皆様方には大変ご迷惑をお掛けしておりま

すけど、本日は議論するためにお集まりいただきました。凍結した経緯の状況とかこれか

らの対策について担当者の方から説明をさせます。その後、それを受けまして皆様方から

忌憚のない質問、それから意見をいただいてそれに対して我々の方から自分たちの考えて

おりますことを述べ、そしてそこで議論し、意見交換をしたいと思っております。

その後、これから皆様方のこういう議論等踏まえまして知事が年内にこの問題について

どういう風にするかという結論を出しますので、是非今日はしっかり自分達の意見を言っ

ていただいて、そして県からの回答についてもこれらの反論でも結構ですので自分達の思

いをしっかりぶつけていただきたいと思ってます。そういう真摯な対応を我々も共有しま

すし、そういう言葉が知事の判断の一番重要なポイントになると思っておりますのでよろ

しくお願いいたします。それではよろしく。

（中園総務経営課長）

では早速説明に入らせていただきますが、お手元の資料に従いまして、スライドも利用

して説明をしました後に皆さん方からの意見、質疑を受けたいと思いますのでご協力よろ

しくお願いします。

（中園総務経営課長）

あらためまして、総務経営課長の中園と申します。

資料１ページ

まず最初に荒瀬ダム撤去方針凍結の経緯についてご説明をいたします。去る、 月 日6 4
の定例記者会見で蒲島知事は平成２２年４月からの荒瀬ダム撤去の方針を凍結し、事業継

続の方向で再検討し、早急に結論を出したいと発表されました。これに対し、各方面から

突発であった、事前に説明がなかったなど、多くのご批判、反響があったところでござい

ます。この知事が言われる凍結とはこれまでの荒瀬ダム撤去に関する動きを一度凍結し、

改めて議論を行い、その上で総合的に判断して、撤去か継続かを最終的に決定するという

ものでございます。知事の真意はそういうことでございます。
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、 。 。では 撤去の理由について説明させていただきます これには３つの観点がございます

まず１点は、財政再建の観点、２点目は電気事業の将来の見通しの観点、３点目が地球温

暖化対策の観点の３点でございます。

まず１点目の財政再建の観点でございますが、平成２２年度に財政再生団体に転落しか

ねない厳しい県の財政下にあって莫大な費用を使い荒瀬ダム撤去の必要性があるか、むし

ろ有効に利用すべきであるというわけでございます。

資料２ページ

２点目の電気事業の将来見通しの観点でございますが、それには２つございます。

、 。 、その１が ダム撤去費用増加の見込みでございます 当初の想定は撤去費用に４７億円

管理環境対策に１３億円、合計６０億円といわれておりましたが、撤去費用が護岸補修費

用の増加で５４億円、管理環境対策費用が泥土処理費用の増加で１８億円、合計７２億円

となり、当初より１２億円の増加の見通しとなりました。このまま撤去を進めると、私ど

もの家庭の貯金にあたる内部留保資金だけでは、撤去費用ばかりか他の発電所の維持管理

もまかなえぬ電気事業全体の存続を危うくする恐れがあり、一般会計からの資金投入は危

機的財政状況ではそれは厳しいということでございます。

その２点は、公営電気事業経営の先行きの見通しでございます。撤去が決定された平成

１４年当時には分からなかった設備・更新費用、あるいはメンテナンス費用更に人件費な

ど発電に要する費用と適正な利益が電気料金に反映される、いわゆる総括原価方式が維持

される見込みがあり、水車発電機やゲートの更新費用や、あるいは管理環境対策費用が毎

年利用で回収されるそういった目処がたったということでございます。

３点目の地球温暖化対策の観点でございますが、７月に開催されました、北海道洞爺湖

サミットの主要議題の一つである、地球温暖化対策にとって発電過程で二酸化炭素を排出

しない純国産エネルギーである水力発電は、発生しないとしてその価値が見直されている

ということでございます。

、 、この３つの観点から荒瀬ダム撤去を一旦凍結いたしまして 事業継続の方向で再検討し

様々な方向から議論をして総合的に判断して年内に最終的な結論を出したいというもので

ございます。

資料３ページ

なお、企業局ではこうして皆さん方に継続をするとした場合の説明会を開催しておりま

すけれども、あわせまして、２０年度の撤去に向けた予算を組んでおります。今後のスケ

ジュールでございますけれども、撤去、あるいは継続にかかわらず国交省との協議を遅く

とも平成２１年早々には取り掛かる必要があるというように考えております。今後は泥土

や砂礫の除去を予定しておりますけれども現在は水質調査や環境モニタリングなどの環境

調査を実施しております。

その他の事業は現在、岩・泥土の砂礫除去の箇所をご案内しております。その他の事業

につきましては現在は一時休止している状況でございます。以上が１の荒瀬ダムの撤去方

針凍結の経緯についてでございます。次に２のダムを存続させた場合の諸対策につきまし

ては工務課長の福原がご説明を申し上げます。

（福原工務課長）

改めまして、こんばんは。企業局工務課長の福原でございます。本日説明事項の２番目
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のダムを存続させた場合の諸対策について説明させていただきます。説明時間は約５０分

を予定しておりますのでよろしくお願いいたします。

平成１４年当時、荒瀬ダム撤去を決定した、決定し、それから水利権を更新しましたけ

ども、その当時も色々な対策を提案しましてこれまで実施してまいりました。今回、蒲島

知事が撤去方針を凍結して継続の方向で検討し、早急に結論を出すという発表をされまし

て、それを踏まえて、今回ダムを存続させた場合の諸対策について取りまとめて参りまし

た。この諸対策について皆さんにご意見いただきながら議論を深めていきたいと思います

のでどうぞよろしくお願いいたします。

資料４ページ

それでは諸対策についてご説明いたします。諸対策はダム管理対策とダム環境対策の２

つで説明させていただきたいと思います。ダム管理対策につきましては１から４までの４

つの柱を立てております。また、ダム環境対策につきましては１から３までの３つの柱を

立てております。

資料５ページ

それでは１番のダム管理対策についてご説明いたします。４つの柱は、まず１つ目が地

域と連携した管理体制の構築でございます。２番目が貯水池の管理強化、３番目が堆砂対

策、４番目がダム貯水池の護岸の維持でございます。

それでは最初に１番の地域と連携した管理体制の構築についてご説明したいと思いま

す。私どもは公営企業法にのっとって公営電気事業を営んでおります。また、電気事業法

に基づく電気事業者として電気事業を営んでいるところでございます。電気事業の責務と

して私どもは電力の安定供給にこれまで努めてまいりました。また、ダムや貯水池につい

ては河川法に基づいて管理してきたところでございます。

みなさんご承知のとおり、荒瀬ダムの周辺には多くの住民の皆様が生活をされておりま

す。これらの住民の皆様は、ダムを好きだとか嫌いだとかいうことに関わらず毎日ダムを

ご覧になってダム、ダムとか河川に対していろいろなご意見や感情を持っていただいてい

だいているのではという風に考えております。それらの意見等を今後のダム管理に活かせ

ないかということで、今日地域と連携した管理体制の構築ということでお話をさせていた

だきたいと思います。

例えば荒瀬ダム管理環境対策協議会、このようなものは地域の皆さんや関係者と一緒に

なって構築しまして、企業局と相互に情報の提供、それから協議会やその他の意見や要望

を受けてそれに対する環境管理対策等を協議会の方で議論していただき、ダムの管理を万

全を期していきたいという風に考えているところでございます。またこういう協議会の中

でダムの事を協議する中で河川のことでございますから、技術的に難しい部分もたくさん

ございます。そういうものにつきましては、別にダム技術検討委員会このようなものを立

ち上げまして、関係機関だとか学識者のご意見いただいて科学的それから客観的な評価、

検証を行いながらダム管理の万全を期したいという風に考えております。

ここは環境体制の構築という欄なんですけれども、この赤い字のところに、管理体制の

構築なんですが、管理環境対策等という環境も入れております。後ほど環境の方の話もさ

していただきますけれども、環境についても、こういう協議会の中で皆さんと一体となっ

てやっていきたいという風に考えてるところでございます。
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続きまして、２番目の貯水池の管理強化についてご説明いたします。シートの方ご覧く

ださい。左下の写真が荒瀬ダムを下流から見たところでございます。今ちょっと見にくい

かもしれませんけれども、お手元の資料と合わせてご覧ください。

ゲートが全開した状態になっております。右上の図なんですけれども、これは荒瀬ダム

の貯水池を上から見たところをあらわしております。例年１月から２月にかけて、ゲート

を全開しまして、貯水池の水位を下げておりますけれども、その時の水位の状況がこの青

い色で示されております。この図の左側の方が下流側、右側が上流になります。

ダムを管理する上での問題点としまして、左側の図は河川の断面図を書いておりますけ

れども、青い色の所から下の部分、青い色の部分ですね、この部分が今ゲートを全開して

水位を下げても見えない部分になっております。写真の方で見ていただきますと、水面と

護岸のところが見えておりますけれども、水面から下の所は見えないと、毎年１月から２

月に水位を下げて護岸の調査をしておりますけれども、その水面から下の所にどうも洗掘

がたくさんありそうだということが判明しております。

もっと下の方はどうなのかと、そしてその下の方には堆砂の状況はどうなんだと、こう

いうのが現在のゲートを全開した状態では確認できない状態であります。これがちょっと

問題点としてあります。

資料６ページ

それでダム貯水池など構造物とか堆積している土砂を、管理を確実にやっていくために

は、ゲートを全開したときの水位よりさらに水位を低下させる施設が必要となってまいり

ます。本日はそのための設備といたしまして、ダムの低いところに穴を開けまして、水位

を低下させる放流設備の設置についてご提案したいという風に考えております。赤く光っ

たりしているところです。そこに穴を開けて水位を低下させると考えております。

このシートは右上の写真の先ほど説明しました荒瀬ダムの写真でございます。左側は水

位低下用の放流設備を設置する前の水の動きを青色で示しております。ゲートを開けます

と、コンクリートの上を水が上流から下流に流れ出すというような事でございます。ここ

でちょっと１つだけ説明させていただきますけれども、この部分がゲートになります。ゲ

ートが接しているこのコンクリート部分、これはクレストと言いまして、日本語では越流

部という表現をしております。ゲートを開けましても、このクレストの高さ以下には吸い

出されません。

（発言者不明）

海抜は？

（福原工務課長）

海抜はクレストの上端が２２．３ｍになっております。次に、これが水位低下用放流設

備を設置したときの水の動きになります。設備を設置しますとダムの低いところから水が

下流の方へ流れるようになります。そのことによって、水位を先ほどのクレストレベルか

ら低いところまで下げることが可能になります。

（発言者不明）

高低の長さは？

（福原工務課長）

まだ、設計段階ですので詳しいことはまだ申し上げられません。
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資料７ページ

このシートは先ほどもちょっとご覧いただきましたが、クレストから放流した場合の水

位の状況を表しております。通常ですとこのあたりまで水が来ているんですけれども、ク

レストから放流することによって、この図は放流設備を設置した後の水位になります。赤

い線が放流設備を設置する前の水面の位置になります。そして赤い線と青い線の間に挟ま

れたこういう白いところですね、こういうところが水面から顔を出してまいります。この

ことによって護岸の状況を調査したり補修したり、また堆砂の状況を調査したり堆砂を掘

削したり、そういうことが可能になってまいります。

このように水位低下設備は護岸とか堆砂の管理に有効なんですけれども、その設置にあ

たっては河川法上の許可が必要になってまいります。今後設置に向けて詳細な検討を行っ

たり、河川法上の設備を手続きを進めていきたいというふうに考えております。

この水位低下の設備は、先ほど申し上げましたように護岸とか堆砂の管理には有効なん

ですけれども、その他に貯水池の水が入れ替わるということで、貯水池の水質保全にも寄

与することができます。また河川管理者や関係者との調整も必要ですけれども、クレスト

面以下の容量の利用が可能となります。ここにはちょっと記載しておりませんけれども、

非常時の放流の対応も可能となります。

資料８ページ

続きまして管理対策の３番目、堆砂対策についてご説明いたします。堆砂対策は治水観

点で行う堆砂処理と、下流への土砂供給、水質改善の観点で行う堆砂処理の３つについて

ご説明します。３番目については後ほど環境対策の方で説明しますので今回は１番と２番

の説明させていただきます。

まず堆砂対策の説明をする前に現在の荒瀬ダムの堆砂状況についてご説明させていただ

きます。ＡＢＣＤＥＦと書いてありますけれどもＥのところを見ていただきますでしょう

か、累計堆砂量ということで、平成１９年度末に荒瀬ダムには８７万㎥の堆砂がございま

す。これは１０ｔダンプで換算しますと１０ｔダンプには５から６㎥の土砂を積むことが

可能なんですけれども、５㎥と換算しますと約１７万台分という多量の土砂が堆積してい

るところでございます。これはＢの計画堆砂量に対しての割合、堆砂率が４２％にあたり

ます。このことはダムを管理する上では特段問題になる数字ではございませんけれども、

局所的な堆積、堆砂が見られるところから、ダムを管理する上では適切な対応が必要にな

ってきております。

続きまして荒瀬ダムの堆砂の経年変化、毎年の変化についてご説明いたします。茶色の

方がダムに堆積したものを表しております。白い方が流れ出しているということを、表し

ています。で、赤い棒が堆砂の除去を行った色を表しております。

ダムの堆砂というのは皆さんご存知だと思うんですけれども、上流からダムに入ってき

た土砂がダムの中に堆積した量とそれから洪水時にダムから外に流れ出した量、この差が

ダムの中に残った堆砂ということになります。そこの２５万㎥の増加と書いておりますけ

れども、この年は外から入ってきた量が出て行った量よりも２５万㎥多かったということ

があります。こちらにつきましては外から入ってきたよりも出て行った量が１６万㎥多か

ったというような数字でございます。これらを平均的に見てみますと毎年約２万㎥の堆砂

が進んでいるという状況にございます。
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ここで掘削除去についてちょっと詳しくお話したいと思います。この図は先ほどの図と

比べますと、こちらの赤い折れ線グラフ、こちらの青い折れ線グラフ２つが追加された図

になっております。これは何かと申しますと、青い折れ線グラフが堆砂を除去した現在の

累計堆積砂量を表しております。赤いほうのグラフは、もし堆砂を除去しなかったらどん

なふうに累計堆砂量が変化するかというのを表しております。

昭和４７年から４９年にかけて約２６万㎥、昭和５７年から６０年にかけて約３２万㎥

の土砂を除去しております。また、平成１４年から１９年にかけては約１２万㎥を除去し

たところでございます。そのことによりまして、青い線と赤い線、これだけの堆砂量に差

ができてきております。

昭和４０年代、６０年代の堆砂除去というのは堆砂の状況によりまして必要と判断した

ときに除去をおこなってまいりましたが、これからは後ほどご説明いたしますけれども、

抜本的な排砂対策を実施されるまでの間は当面の間、年間堆砂量に相当する約２万㎥程度

の堆砂を継続して掘削除去していこうという風に考えております。

資料９ページ

それでは、堆砂の現状はこれぐらいにしまして、次に治水観点で行う堆砂処理について

ご説明させていただきます。ここは１から４番まで貯水池内の土砂の変化、それから測量

及び検討、次に掘削等の実施、４番目に地域の情報提供ということでお話をさせていただ

きます。

貯水池内の土砂の変化ですけれどもこれはイメージ図で書いております。出水のあと河

床はどのような風になるかといいますと、場所によっては堆積するところ、また、流れ出

すところということで、年々の洪水で河床の状態は変化してまいります。ダムを管理する

上で重要なことは、その河床がどんな風に変化しているのかというのを的確に掴むという

のが重要になってまいります。それで、出水期の後に測量を実施しまして、堆積箇所等の

把握を努めてるところでございます。

この左側の写真は実際に貯水池内に船を浮かべて測量をしているところの写真なんです

けど、ちょっと見にくいんで申し訳ございません。左側はそれをズレを表したもので、測

量の方法としましては魚群探知機なんかで使う超音波を使いまして、河床の状況を立体的

に計測することが可能になっております。また、計測する場所についてはＧＰＳという方

法で場所を特定しながらこの場所はどうなってるとかですね、そういう詳しい調査ができ

るようになっております。

調査結果を分析しまして、この堆砂が上流にどのような影響があるのかということを検

討しまして、上流への影響の低減を目的に掘削する場所を選定してまいります。また堆積

が多い箇所だとか、河川の断面が狭いところだとか、そういった所が対策箇所になってま

いります。

続きまして、じゃあ対策箇所はどんな風に決定していってるんだろうということで、そ

れの検討の流れをイメージとして示したものでございます。この図、ちょっと小さいんで

すけれども、堆砂による水位を計算しまして、地域等の意見も踏まえまして、掘削箇所を

選定していくと、この赤い丸より上の方が鎌瀬、与奈久、百済木川の合流地点とまあこの

辺の所が掘削可能箇所として選ばれてまいります。このような箇所について掘削後の水位

変化がどのようなものになるかというのを計算しまして、実際に一番効果のある場所を選
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定して掘削を行うというような手順になってまいります。

資料１０ページ

これは掘削を行うときのイメージなんですけれども、図をちょっとよく見ていてくださ

い。まず、掘削箇所を選定します。そしてどのくらいとるかというのを決定します。これ

を実際に掘削します。それと水位がどんな風になるかちょっと水面の方をちょっとご覧に

なられてください。洪水の時に上流側の水位が低減されるというような風になってまいり

ます。

上流側の水位に影響を与える区間として現在わかっている所では、この真ん中の茶色の

部分、この辺りが上流への影響のある堆砂区間になっております。百済木川の合流地点だ

とか、与奈久地点、鎌瀬地点は陸上部をまず掘削しまして、先ほどお話しました水位低下

設備を設置しますと下の方まで掘削可能となってまいります。これによりまして堆砂の管

理を確実に行うことができます。

続きまして出水の後に河床はどんな風になったんだ、変な所に溜まったんじゃないかと

地域の住民の皆さんへ色々なご心配あろうかと思います。そういうことに対してですね、

出水期前にここにこんな風に溜まってます、この溜まりは取りますとか、これは大丈夫で

すとか、そういう情報提供をやっていく、これまでやってまいりましたけれども、これか

らもきちんとやっていこうという風に考えております。

それから洪水時には現在やっておりますけれども、現在の連絡体制によりまして流量等

の情報提供を行っていきたいと、これ、洪水等と書いてありますけれども、洪水時の対応

でございます。荒瀬ダムで洪水に関するデータ等を管理しまして、瀬戸石ダムと情報を共

有し、それを坂本支所の方に連絡しまして、坂本支所の方では防災無線を使いまして、水

防団体だとか、住民の皆さんに現在の水位がいつもとどう違うのかというのをですね、お

知らせして住民の皆さんの安全を守っていきたいという風に思っております。

続きまして堆砂対策の 番目で下流への土砂供給についてご説明いたします。下流へ2
の土砂供給につきましては、年平均堆砂量約２万㎥の堆砂を掘削除去しまして球磨川の流

域だとか、八代海への還元等、有効活用をはかっていこうというふうに考えております。

その内で、砂につきましては、覆砂事業で直接供給していきます。覆砂事業で使う砂につ

きましては関係先と調整いたしまして、覆砂事業に適した砂を用いていきたいという風に

考えております。またおおきな礫につきましては、ダム直上流及び下流河川内におきまし

て、洪水時に自然流下させるという形で河川環境への向上を図っていきたいというふうに

考えております。

資料１１ページ

この図は覆砂事業の状況を示した図なんですけれども、この部分が金剛干拓地でこの赤

い所が平成１９年度に覆砂事業を実施しました箇所でございます。覆砂の面積は２．３ha

でございます。その時の覆砂量は９千㎥でございました。今後もこういうことを続けてい

きたいという風に考えております。

この写真は覆砂事業を行っているときの状況の写真でございます。左上から河川内で掘

削をしているところでございます。それをダンプで持って河口の方に運びまして、覆砂に

適した砂に選別しております。その後、台船に積みまして、金剛沖の方に覆砂されたとい

う状況を写真で示したところでございます。ちょっと小さな写真で見にくかったと思いま
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すけども、ご了承願いたいと思います。

最後にこの３枚は先ほど覆砂しました３箇所の掘削後の状況写真でございます。ちょっ

、 。と暗くて見にくいかと思いますけれども これについてもご了承よろしくお願い致します

続きまして、下流の土砂供給の礫についてご説明いたします。礫につきましては先ほど

ご説明しましたようにダム湖内の鎌瀬、与奈久、百済木川の合流地点等から土砂を掘削し

まして、それをダムの直上流や下流に仮置きしまして洪水時に自然に流下させる、そのこ

とによって、河川環境への向上に役立っていこうということで考えております。

資料１２ページ

、 、 、続きまして 当面の対策ということでお話しましたけれども それと並行しまして今後

最適な排砂対策の検討と実施についてやっていこうということでご説明いたします。最適

な排砂対策の、まず目標としましては今以上に堆砂させないということで、自然流下と年

堆砂量とどの程度の量を下流へ自然に流していくという方針でございます。

これを実施するに当たっては河川環境への配慮、下流に局所的な堆積を起こったりしな

いように、いろんな観点から検討する必要があります。それからきちんと思ったとおりに

流せるように効率性といった観点からも十分検討する必要がある。そしてまたそのことに

よる影響等の調査もやっていく必要がございます。

ここに課題と書いてあるんですけれども、まず、こういう最適な排砂対策、自然に流し

ていくというこのこと自体が全国的にも研究の途中でございまして、今後これを実施に移

していくには十分な検討が必要です。またその検討内容を検証していく体制を作っていか

ないとこの排砂対策については難しいのかなと。

管理対策の最初の方にお話しましたダム管理環境対策協議会こういう関係者で構成しま

すけれども、その他、ダム技術検討委員会、関係機関、学識者で構成する、こういう委員

会で検討を十分に行って、協議、調整を行った後、実施に移していくということが必要に

なってまいります。

実際にその具体的な排砂対策を行うにはいろんなまだ制約がございますけれども、今、

可能だろうと思われる２つの例を持ってまいりましたのでご紹介いたします。

１つは洪水時に洪水吐ゲートを開放しまして水位を低下させます。そして洪水時の流量

増加によりまして土砂を流下させていくと、このようなフラッシングによる方法も１つの

手として今考えているところでございます。

２番目にフラッシングと排砂ゲートを併用した場合の排砂対策についてご説明します。

洪水吐ゲートそれからダムの下の方に排砂ゲートを作りましてその排砂ゲートを開けま

す。それで洪水時の流量増加によりまして土砂を下流へ流していく。ころころころっと転

がっていきましたけれども、下の方の土砂についても排砂ゲートを作ることによって下流

へ流すことが可能だろうという風に考えております。

この設備は先ほどご説明しました水位低下設備とは全く構造が異なったものでございま

す。水位低下設備はあくまでも水を流すための設備で、土砂を流す機能は持っておりませ

ん。

資料１３ページ

最後にダム貯水池の護岸維持ということでご説明いたします。



- 9 -

平成１４年から１８年にかけてダムの護岸の補修を行っております。補修箇所は７３箇

所で総延長は２，３３４ｍでございます。右側の図ちょっと小さいんですけれども、下側

は荒瀬ダムと書いてありますけれども下流側、上の方が上流側になります。国道と県道、

ダムの貯水池の両脇に色々通っておりますけれどもその護岸を補修しております。

これが補修状況の写真でございます。縦方向に見てください。上の側では補修前の洗掘

状況等があらわれております。例えば左側、与奈久地区につきまして洗掘箇所が見えてお

りますけれども、それを補修しますと下のようにきれいに仕上がっているところでござい

ます。

右側のボートハウスにつきましても洗掘箇所が見られまして、工事を行ったところでご

ざいます。貯水池の護岸というのは護岸の後ろ側にある道路や住家を保護するためにあり

ますけれども、貯水池内の水位を変動しますと洗掘等が発生いたします。

資料１４ページ

これは下の写真が洗掘箇所の写真でございます。このように洗掘されてまいります。

これはダムの取水口のちょっと上流の洗掘状況でございます。これまでも護岸について

は補修を行ってきたわけですけど、今後引き続き洗掘箇所等の補修については適正な管理

に努めていきたいと考えております。

その補修の方針と致しまして、毎年の水位低下により補修箇所を把握いたします。把握

しまして道路管理者とか河川管理者と現地調査を行いまして協議の上、計画的確実な実施

をしていきたいという風に考えております。また道路の決壊等の災害時には緊急性を要す

、 。るということで道路管理者と協議の上 速やかに対応を取っていきたいと考えております

資料１５ページ

これらの今まで管理対策についてご説明しましたけれども、すべてにつきましてダム管

理環境対策協議会、またダム技術検討委員会こういうもので色々な関係者の皆さんと一体

になって管理の万全を期していきたいという風に考えておりますので、今後ともどうぞよ

ろしくお願いいたします。これで管理対策については終わりまして、次は環境対策をご説

明したいと思います。

ちょっと機械のトラブルでプロジェクタのランプが消えましたので少々お待ちくださ

い。

こちらの写真は地元の方から要望が出てました西鎌瀬地区の市道の状況でございます。

洪水の後に洗われて凸凹した状態でありますので、この辺りについてアスファルト舗装を

実施して対応していきたいという風に考えております。他にも要望等がございましたら、

適切に対応していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

資料１６ページ

それでは管理対策を終わりまして、ダム環境対策について説明させていただきます。

ダム環境対策は３つの柱で構成しております。１つ目はダム貯水池の水質、２番目が下

流への土砂供給、３番目がダム下流の河川環境向上です。２番目の下流への土砂供給につ

きましては、管理対策の方でお話しましたので、残りの２つについて説明させていただき

ます。

１番目のダム貯水池の水質については赤潮、アオコ発生防止対策の強化、気泡、異臭等

の抑制、百済木川の環境改善の３つについてご報告いたします。
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まず、淡水赤潮、アオコ発生防止対策の強化でございますけれども、写真の方を見てく

ださい。左側が平成１７年の百済木川の淡水赤潮の発生状況でございます。この赤茶けた

ところが発生箇所でございます。

。 、右側の写真は平成１９年６月に貯水池で発生したアオコの状況でございます この部分

ちょっと黄緑がかってますけど、これがアオコでございます。

、 、 、こういう赤潮 アオコが発生すると景観の悪化 見ていただいた通りなんですけれども

その他に荒瀬ダムではボートハウスでボートに乗ったりカヌーに乗ったりするお客さんも

います。結構不快な気持ちを与えてるんではないかと心配しているところでございます。

また釣り人についても釣り天広場等でそういう影響を与えてるんではないかということで

心配しております。

淡水赤潮の発生状況ということで、球磨川では平成１３年に３日程度、百済木川では平

成１３年から序々に減っていっておりますけれども、かなりの発生が見られているという

ことでございます。淡水赤潮それからアオコというのは植物プランクトンでして、泥土に

含まれる栄養分がそれらのプランクトンの増殖を助けてると考えられます。そういうこと

で、これらの抑制に対する対策といたしまして、泥土の除去を考えているところでござい

ます。佐瀬野地区だとか、百済木川の下流部の泥土を除去したいと考えております。

資料１７ページ

また、貯留水、ダムに水を溜めることによって水質の変化がそういうプランクトンの増

殖に影響を与えていると考えられることから貯留水を水温とか流入量、降雨状況等、赤潮

の発生する条件を検討しまして、赤潮発生しそうだという時にはゲートを開けて貯留水を

入れ替えるとこういう対策もとっていこうという風に考えております。

それから３番目、対策をうちながら、水質監視についても強化していこうと日常の巡視

を強化しまして、湖面の様子と異常がないか、すぐ発見して対策をうつということでやっ

ていきたいと、また水質自動測定装置を設置しまして常時水質を監視する、それから現在

も行っておりますけれども水質調査を継続していく、水質調査については定期調査と臨時

調査とございますけれども、現在は定期調査を確実に行っておりまして、年に３９回、春

から秋にかけましては毎週１回、今は月１回ということで、ダム湖の状況を把握している

ところでございます。

またこのような対策をうってもなお、また色んなものが発生するという時の対応としま

して、巡視を増やしまして貯水池内の異常を速やかに発見、そして実態調査を行いまして

速やかに対応したいと考えております。

資料１８ページ

平成２２年の本格運用に関しまして、アオコ等の除去の取り組みについては浮遊物防御

フェンス等の設置、または発生した場合による人力による除去、機械による除去等を実験

を行いまして、平成２１年には仮運用し、平成２２年の本格運用につなげていきたいとい

うことで現在も実験を開始しているところでございます。

気泡、異臭等の抑制につきましては日常巡視の強化、速やかな調査・分析、調査結果を

元にした適切な対策の実施ということで説明させていただきます。

この写真は気泡が発生を写しておりますけれども、７月、先月ですね、佐瀬野地区で発

生した気泡でございます。ちょっと右側どうでしょうか、ぼこっとなっておりますのが見
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えますでしょうか。佐瀬野、葉木橋付近、百済木川、鎌瀬等で気泡の発生が確認されてお

ります。

また異臭についても荒瀬ダム下流やダム貯水池内で臭いが確認されておりまして、周辺

の住民の皆様にご迷惑をかけております。こういうことに関して日常の巡視を強化しまし

て、確実にその状況をつかまえていくと、つかまえたら水質調査や底質調査によって原因

調査・分析を行ってまいります。そういうものを元に適切な対策を実施をしていきたいと

いう風に思っております。

今考えている対策としましては原因が泥土の中にある有機物の発酵等によるものと考え

られますので、泥土の除去を確実にやっていきたいという風に考えております。さしあた

り、佐瀬野地区それから百済来地区の泥土を除去しますが、最終的には泥土についてはダ

ム湖内の確認できるもの全量について除去していきたいと考えております。水質、底質の

調査こういうものをやっていきます。

資料１９ページ

それから最後に百済木川の環境改善でございますけれども、水質改善で行う対策と、放

流による流況改善についてご説明します。百済木川の現状でございますけれども、百済木

川は泥土も堆積しておりまして、その中にはシストと呼ばれる赤潮の種になると言われる

ものなんですけれども、休眠胞子と言われますけれどもそういうものの存在も確認されて

おります。また、右岸側には流れを阻害する流木の堆積もあります。

対策としまして、水質改善の観点からこれらの除去を行っていきたいと。それから原因

を分析するために、水質底質の調査をこれまでどおり継続していきたいと。そして、日常

の監視についてもさらに強化していきたいというふうに考えております。

これらの泥土の除去の範囲でございます。このあたりにシストが確認されております。

シストの除去を行っていきたいと。この辺りが阻害流木のある場所でございます。除去し

ていこうという風に考えております。

平成１９年に実施しました百済木川の泥土の除去の写真なんですけれども左側が除去す

る前、右側が除去した後、ちょっと写真では平面的で見にくいかと思いますけれども、泥

土をきちんと除去しております。下の方は阻害流木の除去ですけども、左側が流木が堆積

している状況、右側が除去した後の状況でございます。このように１９年度行いましたけ

れども、これを継続して行っていきたいというふうに考えております。

放流による流況改善でございますけれども、淡水赤潮の発生状況は平成１３年度で３９

日、１４年３０日、１５年１０日、１６年発生ありませんでしたね、１７年１１日、１８

年３日、１９年３日とまあ序々に減ってはきてるんですけれども、今までの対策を行うと

それに合わせて定期的な放流を行うことによって淡水赤潮の防止を計っていきたいと思っ

ています。

資料２０ページ

最後にダム下流の河川環境向上ということで、ダムの常時放流、塵芥処理についてご説

明します。

通常、荒瀬ダムの水というのは荒瀬ダムから取水しまして、導水路を通って藤本発電所

で発電してまた球磨川の下流に戻していくと、そういうことで荒瀬ダムから藤本発電所ま

でこの辺りが水が流れない減水区間ということになっております。それでこの区間の河川
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環境を改善するということで、対策をとってます。

これは今のダム地点それから途中の藤本発電所それから坂本橋の上流の写真でございま

す。減水区間の改善を図るために平成１４年度から１．５ｔの放流を行っております。一

定の成果が見られますので、今後も放流を継続していきたいという風に考えております。

またこの流量につきましては先ほどから申し上げておりました地域の皆様と一体となった

協議会等で議論いただき、意見を踏まえて対応していきたいと考えております。

最後に塵芥処理でございますけれども、洪水時には下流の方にかなりの量の塵芥を流し

ておりますけれども、通常ダムの方では流れ込んでくる塵芥を溜めて除去しております。

年間平均しますと約３０ｔ、２ｔトラックで約４４台分の塵芥を処理しているところでご

ざいます。これについても今後も適切に対応していきたいと考えております。

これをもちまして環境対策の説明を終わらせていただきますけれども、また色んな協議

会等を立ち上げてやっていきたいと思いますのでご協力をよろしくお願いします。どうも

ご清聴ありがとうございました。

【質疑応答】

（球磨川漁協Ａ氏）

今日は丁寧な説明ありがとうございました。球磨川漁協のＡです。これは私が作ったの

ですが〔スクリーンに説明資料を表示 、水利権について平成１５年３月２６日に企業局〕

が申請しました水利使用許可書を基にして考えたものです。本来ならば一番上の点線のあ

るところですね、最後の方で赤線でありますけれでも、あれが今回知事が、発表しました

撤去凍結です。それで、最初に反対というところでありますけれども、企業局は事業継続

したいということで説明会に入りました。しかし、いろんな反対等、それから地元自治体

の意見、あるいは県議団の提言を受けまして、７年後に撤去というようなことを決めまし

た。そして、それをもちまして、申請がなされ、国土交通省がそれを許可したというのが

平成１５年の水利権の更新であります。それでここに来まして撤去を凍結して、あのよう

に曲がっていって、事業が継続できるのか、河川法の中でそれが許されるのか、というよ

うなことを私は言いたいです。それで河川管理者・許可権者である国土交通省とどういう

ことになるのかということをまず最初に明らかにして、先程の説明をされるべきではない

かということが私の第１点です。発言は、簡単にということですので、これについて質問

がある方は、後で私に直接言ってもらえればと思います。

２点目です。改正河川法は、平成９年制定されましたけれども、それはもういいです。

これはそういう河川法を踏まえて、ああいう撤去凍結ができるのかということを言ってい

るんです。

もう一点はですね、平成９年に河川法が改正されましたけれども、その改正の要点の根

拠となったものに環境という問題がありますけれども、その中に平成６年の列島大渇水と

いうことを受けまして、渇水の対策を河川法の中に盛り込んできたことも一つの改正河川

法の要点となっております。その元になりました平成６年の渇水ですけれども、国土統計

要覧の中に、平成６年に行われた渇水対策について載っておりますけれども、熊本県の中

でも各１級河川で実施したと記録されています。球磨川については記録がありません。従

いましてどのような方法で渇水対策がなされたのか？ なぜ、このような質問をするかと
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いうと、今後、渇水が発生した時、発電占用のダムでいかように渇水対策をとられるのか

ということを今後の参考にしたいと思いますので、平成６年にどのような渇水対策をとら

れたのかをお尋ねしたいと思います。以上です。

（那須室長）

今、画面の方でお尋ねのありました前回の水利権の更新についてお答えいたします。今

のご質問の趣旨は、平成１４年度は当初継続で申請しておりましたが、その後、撤去とい

うふうに県の方針変更が変更になったことを受け、それに対して漁協は了解をされて、７

年間の事業継続となっております。今回、撤去を一旦凍結するということで提案をしてお

りますが、それは、当時の説明とは違うのではないのかという趣旨であると考えておりま

す。

水利権更新については、更新の時点での水利権の状態をもとに更新されるものと考えて

おります。これについては河川法の説明が必要となるのですが、たとえば、新規に水利権

を取得する場合、ダムを建設すると河川に大きな変化が生じます。そこで、水利権者及び

漁業権者等の同意をいただきまして、水利権を取得いたしますけれども、今回の場合はダ

ムの構造、取水の条件に変更がありませんので、そのままの状態で更新する単純更新とと

なります。平成１４年度も内容的には単純更新でありましたが、その時は７年後に撤去す

るという計画が定まっていたので、更新の条件に７年後撤去ということがうたってありま

す。ただ、今回、状況の変化によりまして、改めて許可期限が来る２１年度末に更新を提

案したいということであります。

当時の説明というのは、あくまで当時の状態であり、今の状態で改めて、地元及び漁協

の皆様に説明をした上で、更新を提案するものでありますので、改めての説明であると考

えております。更新は、その時点、時点での条件で申請致しますので、今回地元の皆さん

に協力していただいまして、改めて申請させていただきたいと考えております。

（上野局長）

Ａさんが言われたのは、漁協としては、平成１４年の水利権更新時は、７年間で発電は

やめるということを期待して、やむを得ないとして同意をしたのである。それについて、

今の時点で再度事業を継続したいというのはおかしいんじゃないかという趣旨で言われた

と思います。これについて、今室長が申しあげましたが、端的にいいますと、河川法上新

しく取得する時には漁協の同意がいりますが、単純更新・継続の場合は、法律上は同意が

いらないかもしれないけど、私どもとしては、単純に法律に書いてないからといって、一

切やらないということじゃなくて、こういう問題は非常に難しいものであるので、許可権

者・河川管理者である国土交通省と漁協と問題を整理しながら、ご理解をいただく方向で

今後話し合いをさせていただくということを言っております。

（Ａ氏）

私が言っているのは、７年後のダムの撤去というのは、水利権は、罰則で消滅する。そ

れから放棄というものがあります。ダム撤去を決意して表明したということは、水利権を

放棄するということなんです。一旦放棄しておきながら、続けるということは河川法上で

きるのかということです。

（上野局長）

これについては、Ａさんが言ったようなことがはたしてできるかどうかについて、先日
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お話しましたように河川法の解釈上、今県が考えているようなことが法律違反かどうか、

国土交通省と法律解釈の整理をやります。これについては、Ａさんにも説明して三者の話

をきちっと整理していきたいと考えております。今日、その答えを○×と言うことは難し

いので、そこはご理解いただきたい。

（福原課長）

平成６年の渇水対策の点についてですが、平成６年は本当に渇水の年でありました。渇

、 、水の状態がずーっと続きまして １０月になって一段と激しさを増してきたということで

私どもは発電所で発電をしながら、下流へ水を供給しておりましたが、１０月になり、ま

た一段と激しさを増し発電ができなくなっててきたことから、私どもはゲートを開けまし

て、下流への補給を続けていったところであります。

（麦島土地改良区Ｂ氏）

麦島土地改良区のＢと言います。よろしくお願いします。今平成６年の渇水の話があり

ましたが、私たちは下流域で農業用水の取水をするのでありますが、びた一文水がきませ

んでした。その当時県の企業局にお願いにあがりまして、ポンプを準備してもらい、ポン

プで送ろうかとしましたがそれでも水がこない。１０月の下旬くらいまで、水がほとんど

こなかった。このあってはならない水の飢饉というものが実際あったということで、私た

ちの地域には６００ヘクタールの水田がありますけれども、そういことで非常に困ったわ

けであります。今日球磨川の感謝祈願祭に出席したが、この中でいかに球磨川の水が必要

かということを痛感したわけであります。八代平野で６０００ヘクタールの農地、工業用

水、さらに宇城・天草へ安定的に球磨川の水を供給しているわけでありますけれども、あ

ってはならない水の飢饉が実際あって、ダムの必要性については、水の安定供給という目

的のために必要であると考えます。

平成６年の渇水時、関係各位で球磨川流水対策委員会というものが作られ、遥拝堰の水

の調査をやっております。平成６年の渇水時程じゃなくても１年の中で水が少なくなる時

期というものがあります。１０月から冬場にかけて。安定供給に必要な水というのは、遥

拝堰の流水調整上最低３０トン必要となる。たまにはそれをわって、２５トンぐらいにな

る時には、遥拝堰の管理室から、藤本発電所にお願いをして、もう少し水を回してほしい

とお願いしている。このような形で八代に必要な水の調整が行われていると確信しており

ます。

今後の防災上、環境面、漁業者の皆さんへの配慮等について説明がありましたが、八代

の街が発展するには、球磨川の水が当然必要ということを皆さんにご理解していただき、

今後県の方針が凍結から存続の方向へ進めていただければ幸いであると思っているので、

よろしくお願いしたい。以上です。

（上野局長）

この間球磨川漁協さんがこられた時にこの話がでて、知事が申し上げたと思いますが、

荒瀬ダムというのはあくまで発電専用のダムであるということは認識をしておりますが、

今おっしゃったように平成６年の渇水の時には、皆さんで話し合って、そういう対応をし

たと聞いている。これについて、政治家としては、川の水は、関係者のみんながうまく利

用した方がいいので、多目的ダムではないということを理解した上で、河川法のなかでそ

れぞれ協力しながらやる部分があるので、それについては、そういう形で整理できればと
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自分では思っているという回答でありました。ですから、はっきり多目的ダムの活用をす

ると知事は言っておりませんし、発電占用のダムであるということを前提に、皆さん方と

協議しながら球磨川の水を有効に活用していきたいと申し上げております。私もそういう

考えが妥当と思っておりますので、土地改良区の意見に対してはそういう回答をしたいと

思います。

（荒瀬ダム上流地域を水害から守る会Ｃ氏）

私は、荒瀬ダム上流地域を水害から守る会のＣといいます。日頃は企業局の皆さんに非

常にお世話になっております。今度の件については、私たち守る会は、会員から「おい、

おまえ、県庁に飛んでいけ」というような声を大々に受けた。まだ解決していない問題が

あります。こういう問題をさておいて、ダムを継続するなんて。私たちの気持ちからすれ

ば、そこまでするような気持ちになる。今いろいろ説明されましたが、これは殆ど撤去し

。 。 、 、てすむ問題なんです 費用が問題なんです 撤去する費用というのは 説明されているが

継続する費用というのはどのくらいかかります？ちょっと計算して今出してください。

（中園課長）

撤去費用については、７２億ということで出しております。この７２億は、皆様方の家

庭の貯金に当たる内部留保資金で対応するということで考えておりますが、この７２億全

部を撤去に使ってしまいますと、電気事業全体の経営を危うくするばかりか、平成２２年

度に財政再生団体におちいる可能性のある県財政の状況で、一般会計の方からの支出をあ

おぐということになる。たとえば、一般会計であれば、道路の改良、農業への補助金、福

祉、または教育等の予算を削って、荒瀬の撤去につぎ込むおそれもあるということで、撤

去というものは非常に難しいというふうに判断したところであります。

仮に継続するとなるとどの程度費用が必要かということについてですが、現在、継続す

る場合の費用について、皆様方からの意見を踏まえながら今後算定していきます。継続費

用については、九電に電気を売って、商売をしており、この売電料金の中に改修に要する

費用、人件費、もうけ等をすべて含んだこれを総括原価と呼んでおりますが、総括原価の

方式で電気料金に反映して、投資した分は返ってくるという意図で私たちは計画しており

ますので、撤去する費用は非常に厳しいけれども、継続する費用についてはきちっと経営

する中で返ってくるというふうに考えております。

（上野局長）

撤去する場合は、どれだけ費用がいるのか、今の貯金で賄えるのか、それを判断する必

要があったので、はじき出しておりますが、それは今お話したように７２億です。今日説

明しているのは、撤去費用がないので、こういう形でやらざるを得ない。そのためこうい

う対策をしますということを説明しておりますので、今後継続した場合、どうなるのか。

これについては、はっきり言って、何年こういう形でやったら、何年保てるんだというチ

ェックはまだ今からですし、費用がいくらになるかについても今精査しておりますので、

今日の時点では数字はでておりません。ご了解ください。

（会場の声）

水門の費用、発電機の費用はどう説明するの？

（中園課長）

お答えします。水門の費用及び 発電機の費用については、今精査中であります。
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（敷川内町Ｄ氏）

私は、金剛の敷川内町のＤといいます。田んぼを国道３号線沿いに持っております。荒

瀬ダムは、先程の説明にあったようにダムとして永遠に残しておくべきだと思います。八

代としては、この球磨川の水資源、地下資源の確保が大事である。もし、温暖化が進み、

海水面の上昇が現実となった時、荒瀬ダムがなかったら、地下水位も下がり、海水が八代

の田んぼに入り込んでくるのではないかと心配している。それと、球磨川の鮎が育たない

と言っている人がいるが、皆さんは、自分たちの生活排水はどこに流れているか知ってま

すか？ 炊事、洗濯、風呂の水、全部川に流して、人吉から下の球磨川の石は全部真っ白

になっている。水害がないような大雨が降って、石を洗い流して、コケが生えて初めて、

鮎が育つのではないかと。生活排水については、荒瀬ダムがないと全部海に流れてしまい

ます。生活排水をパイプで直接川に流している家庭がたくさんあることを私は観察してお

ります。ですから私たちは、一人一人がもっと環境のことを考えないと、地球は人間が住

めないようになる時代になってしまう。水の資源について、日奈久では球磨川の水を高田

を経由して飲料水として引いているわけだから、水の大切さ、荒瀬ダムの・・・

（上野局長）

わかりました。回答はいらないですね。

（Ｄ氏）

いりません。

（古城町Ｅ氏）

一般参加の古城町のＥといいます。単純な質問を３つさせてもらいます。

、 、①知事の凍結発表があったから あわてふためいていろなことを考えているようですが

知事への提言は、どこが、どういう形でされたのか、それをまず聞きたい。

②財政面が非常に問題になっておりますが、今も質問にでましたが、存続させた場合の

費用の計算をされてないということは、大きなことだと思います。今日、新しく夕刊に出

まして、今日説明をしてもらった水位低下用の放流設備とか、そういった物を造ることに

ついて、また費用がかかるわけで、その費用はだいたいどのくらいかかるのかのか。それ

から、毎年毎年の環境対策等の費用これは試算をしてきちんと出すべきだと思います。

③もう一つは、今聞いていて疑問に思ったのですが、平成６年の渇水時にこれはダムを

放流したのでしょうか、それとも溜めなかったのでしょうか、どっちなのかはっきりさせ

ていただきたい。

（中園課長）

３点ありますが、まず、第１点目の知事への提言についてです。知事が４月に替わられ

て、その時に現在の企業局の事業説明をいたしました。この中で荒瀬ダムの撤去の今の状

、 、 。況について きちっと説明をして 知事が凍結という判断をされたということであります

これで１点目いいでしょうか。２点目の水位低下設備等の費用につきましては、先程も申

し上げましたが、現在精査中であります。この費用につきましては、今後の事業経営の中

で、投資した費用については回収しながら、やっていくということで考えております。

（福原課長）

水位低下の放流設備についてですが、荒瀬ダムを撤去する場合にも、工事のために水位

低下設備を設置するということで計画をしておりましたので、こちらについてはきちっと
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。 、 、積算できております しかし 今度仮にダムを継続させて水位低下設備を設置する場合は

撤去の場合の設備と若干違ってまいります。撤去の場合は、工事期間中だけ使えればいい

、 、ような設備でいいのですが 継続の場合には長い時間使っていかなければならないことで

その構造、強度等、一から検討していかなければなりません。今現在、コンサルタントと

そういう検討をしておりますので、近々費用についてもご報告できると思っておりますけ

れども、今のところ正確な数字はつかんでおりません。

平成６年の渇水についてですが、事実として、ダムの発電ができなくなり、その後その

まま３１日までダムからの放流を行っております。この時は、若干の上乗せで放流をして

おります。そして、その後１２月の中旬ぐらいまで運転ができない状態で、その時期まで

ゲートの放流を継続しておりました。

（Ｅ氏）

放流の意味を聞きたいのですが、溜めていたのか、溜まっていたのを流したのか、そこ

をお聞きしたい。

（福原課長）

事実からいきますと１０月の終わりから最後の３１日までは、実際溜めていた水を入れ

て放流をしております。その後は、入ってきた量を流すことでやっております。

（荒瀬ダムの撤去を求める会Ｆ氏）

坂本町の荒瀬ダムの撤去を求める会のＦと申します。２点だけお尋ねします。今も後ろ

のほうから話がありましたが、存続をした場合の問題として、かなり色々な対策をたてる

と説明をされておりますが、それには、すべて裏付けとして費用が絡むものであると思い

ます。ところが、その費用というのがまったく見えないので、本当に存続した場合のほう

が安くあがるのかということがまったくわからないのです。当時発表されたのが、撤去す

れば１００億かかると、その１００億という数字が一人歩きしている面もありますが、そ

の数字そのものも根拠が疑わしいものであります。当時撤去しないならば、６０億という

数字がだしてありました。その中で私が、どうも理解できないのが、その積算されたのが

０２年であったと思います。

たとえば、タービンの取り替えを例にあげますと、タービンが２基あり、その１基が２

０億、２基で４０億かかると。それが、現在に至った場合、地金の問題については、いわ

ゆる中国問題で、ものすごく高騰しているわけであります。０２年の時が４０億であるな

らば、現在は、素人が単純に考えると少なくともその３倍はぐらいになっているのが常識

でないかと思っております。それを痛切に感じたのは、２年前に家のつくろいをするため

にホームセンターにステンレスの針金を買いにいきました。一巻き買いに行きましたが、

その時の値札がたまたま付いたままになっており、当時５８０円でした。しかし、それだ

けでは足りなかったので、１０日ぐらい前に買いにいきました。すると同じ物が、１５３

０円になっておりました。こういう、市場でも大きな変化があっているのに、それを考え

ると本当に４０億という数字が現在でも通用するのかなと疑問に思いました。それが１点

です。

もう一つは、実はこれは、知事が来ていないと話にならないことですが、知事は撤去を

決めた当時、議会も含めて議論が不十分であったではないかという話をしていらっしゃる

が、我々は、この問題については、数年かけて、議論をした結果であります。ところが、
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知事はここ数ヶ月のなかで物をとらえて、結論を出そうとされておりますが、数年かけて

議論してきたものが不十分であって、数ヶ月のものが不十分でないということが、どうも

納得いかない話であります。その２点についてお願いします。

（上野局長）

Ｆさん。私の方からまずお答えします。１点目ですが、一般的にはＦさんが言われるよ

うに、平成１６年に２０＋２０＋２０の６０億といったら、今価格が上がっているので、

端的に言うと７０億、８０億になりはしないだろうかというご質問だったと思いますが、

今、試算中でありますので、数字は言いませんが、関係者と接触している段階では、当時

の発電機２基の４０億がもうすこし安くなるのではという見込みを持っています。ですか

ら、さっき言われたのとはむしろ逆で、設備更新費用、これは業者さんと整理しておりま

すが、安くなるのではないかと思っております。これは正式に数字がでたら、皆さんにも

議会にもお示しすることができると思いますので、すこしお待ちください。

それから２点目については、Ｆさんが言われるとおり、知事の思いをそういう形で言っ

たものでありまして、Ｆさんが批判された事は、批判なりにある程度、的を射ているので

はと思いますけど、それについて私どもの方では、間違いだったとか、どうだったとかは

言いにくいところがありますので、そこは是非ご容赦いただきたいと思います。

（北部土地改良区の方）

前の前の方が質問されておりましたが、えらい放流という言葉にこだわって、どういう

意味か尋ねておられましたが、どういうことですか？ 放流した水を何か目的外に使った

とか、向こうからしゃべらせたいがために言っているのですか。そうですか。

（中園課長）

そういうことは、お互い話しをしてください。

（海士江町Ｇ氏）

特別所属団体はなく、一市民です。主催者に最初に苦言を呈したいと思います。県民頭

ごなしの記者会見に端を発して、県政を混乱させている蒲島知事ご本人がここに本来なら

出席して、お詫びすべきではないのですか。県の職員では代行できません。それに、県企

業局の変わり身の早さについて。あなた方はこの５、６年、荒瀬ダム撤去という県民合意

の方針で仕事をしてきたはずです。いかに宮仕えのロボットとはいえ、知事が替わったと

たん、丸反対の話がよくもしゃあしゃあと出来るものですね。そんな役人の話は真実も人

情もなく、私は信用できません。

次に意見を申し上げます。答えは要りません。第一、荒瀬ダム撤去は県民合意の事業で

あることの確認。そして、時の権力者や行政幹部の得手勝手や闇の集団に影響されてはな

らないことです。県民頭ごなしの暴挙からは、専制君主の驕りが丸見え、大変危険な兆候

だと思います。私は、知事が個人的に県民と異なる意見を持つ自由を認めるものです。し

かし、公人たる首長には民意に従う義務があります。県民合意で動き出した県政の重要課

題を、就任早々県民に何も相談もなく一方的にぶっ壊す乱暴はクーデター紛いの無法で許

せません。とにかく県民は怒って、拒否反応を示しております。一番多い理由は、知事が

手続きの民主主義を踏みにじったことに対する抗議です。マスコミもこの点を一斉に非難

しております。民主主義のイロハも分からない人は、首長としては失格としか言いようが

なく、知事の猛省を求めます。
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荒瀬ダム撤去は、既に６年前確定した熊本県の方針でございます。このダムを抱える球

磨川水系と八代海域住民の要求はもとより、熊本県知事の決断、地元坂本村議会と熊本県

議会決議など、民と官一体の手間暇かけた丁寧な手続きと討論で到達した県民の良識でご

ざいます。荒瀬ダム撤去を決断した潮谷知事と坂本村西岡村長は、その動機を民意の重さ

と述べておられます。今夜ここにお座りの企業局の上野さんは、坂本村に行って荒瀬ダム

撤去の方針を村長さんに正式に報告しているでしょう。何を今更撤去凍結の戯言でしょう

か。荒瀬ダム撤去は、完璧に近い県民合意は珍しいことです。だから国際的にも注目され

たのです。上野局長に言いたい。５、６年前のことを何もかもお忘れならば、少なくとも

平成１４年１２月定例会議議事録などは復習して出直して頂きたいと思います。

水利権についても同様です。蒲島知事の言動から伺えることは、球磨川水系と八代海行

。 、き漁業者は騙し討ちの切り捨て御免にされようとしているのではないでしょうか ６年前

河川使用者である漁業者団体は、水利権を２０１０年３月まで更新した後、荒瀬ダムを直

ちに撤去するという熊本県の方針に賛同して、水利権の変更にＯＫしたのです。国交省へ

の県の申請書も更新期間の後、早期に撤去するとしてあります。国交省も県の申請どおり

認め、許可をしております。その約束を漁業者の頭ごなしにぶっ壊す暴挙は、激しい抗議

が起きるのは当然だと思います。２年後の不同意は目に見えており、裁判も視野に入れた

激しい攻防も予測されますが、私は漁業者の主張を支持したいと思います。

（局長）

今のご質問で、私のほうにもありましたので、お答えします。知事に対して、いろいろ

なご批判もあると思います。今仰ったことについては私どものほうで纏めて、知事が何故

今日来なかったのか、おかしいじゃないかとの意見を聞いたので、お伝えします。

それから、身代わりが早いのではないかとのご意見もございました。先ほど総務経営課

長が最初に説明しましたように、当然、平成１４年に撤去費用を７年間延長して貯めれば

撤去の試算の金額が出せるだろうと、前知事のもと決定を致しました。それで、その後私

どもは専門の先生方にご相談して、出来るだけうまくやるように検討して参りました。最

終的にぎりぎりまで引っ張ってやってきましたけど、撤去費用自体が非常に想定外の分が

出ましたし、かつ丁寧に工事しないと下流域への影響が出てくるということで、工事費が

嵩んできたのは間違いございません。

そういう段階で、再度撤去費用がいくらかかるかということをぎりぎりまで引っ張って

詰めて、６０億が７２億になったと。そこで、７２億なら試算では撤去不可能だというこ

とで、こういう継続してやることで皆さん方にご相談しようということでやっているもの

で、ただ単に自分勝手に撤去費用があるのに、変えたということではないので、ご了解頂

きたいと思います。

（麦島町Ｈ氏）

八代に来て１４年である。その間のいろいろ考えがあり、文書に書いてきたが、今日の

会議は、本当のことを言ったら、荒瀬ダムが撤去するというのを決まった。ところが、決

まったときと状況が変わったから、今度はこれを凍結して再度考えていこうというための

説明会だと思って出席した。ところが説明の中身を聞くと、既に凍結ではなくて存続をし

てその対策をいろいろ説明しているが、会議の在り方が間違っている。

まず、撤去決定当時の経緯を説明してもらいたい。それを今度は凍結して、存続する方
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向に変わったという理念を聞きたい。ところが、それがない。それから、この資料は常識

の通らない資料。綴じ位置が逆。何故こんなお粗末な物を持ってくるのか。金の無駄遣い

も甚だしい。質問しようと思って書いてきたが、時間がないのでそれを渡す。

（中園課長）

継続ということではなく、凍結ということです。皆さん方の意見を聴いて１２月に知事

が判断するということです。資料については謝ります。

（荒瀬ダム水害を見直す会 Ｉ氏）

私たちは５０年、荒瀬ダムのおかげで貴重な財産を失っております。そのへんのところ

が見直して欲しいという会であります。今までずっと、原因は何ですかということで５０

年間論争してきているが、今日のお話を聞きますと、土砂の堆積ということが非常にあり

ます。実は、土砂の堆積はダムができたからできた代物ですよね。ところが、私たちが聞

いているのは、ダムの責任じゃないんですと担当者から聞いてきています。そのなかで、

いろんな補償だ見舞金だということが行われてきました。

私たちは、土砂の排出について、もうここ７、８年、潮谷知事の時から県の担当者に申

し上げてきたのですが、土砂がたまっているのは、最大流量が流れているときには土砂は

あれだけたまっていないと理解しているんですが。トラックを入れて運ぶだけのお金を使

うのであれば、大水の時に早く扉を閉めなければ、実はあの砂なんかは金剛の先に行って

沈むのだろうと思っています。それだけお金を先にかけられるのであれば、１年か２年か

けて発電をしばらく我慢して、綺麗な水に澄むまで扉を開けといてもらえんだろうかと思

っています。そうすると、そんな無駄な金を使わずにいいんで、たぶん土砂のトラック代

にだいぶ使われたので、撤去費用も足りないと聞いているので、そのへんは試してみられ

る必要性があるんではないかと考えております。

（局長）

Ｉさんが言われた、水門を開けてできるだけ自然な形の水の流れを確保したらどうかと

いういうことですが、これについては、知事も前向きです。ただ、これは県だけで決めら

れませんので、球磨川漁協さん、八代漁協さんと当然話をして、何時の時期でなら水門を

開けて流していいよというご了解があったら、発電はたとえ止めてでもそういう形でやり

ます。ただ、その場合、Ｉさんが言われた、水門を開けたら泥が流れたという、私はそん

なに簡単に泥が流れるとは思っていません。だから、泥を流すためには、洪水の時に自然

流下するように上流から運んできて仮置き、金がかかります。仰るとおりトラックで運び

ますから、置いて、洪水の時に自然流下して、八代海の干潟にプラスになるようにすると

いうのが先ほど説明したものです。

水門の開放については、関係者に協議して、例えば、今は１月２月しか工事していませ

んけど、他の、鮎の遡上に影響がないときに、水門を開けて流していいよという皆さんの

ご了解がいただければ、そのあたりは発電に拘らずやっていきたいと思っています。意見

として伺っておきます。

（高田Ｊ氏）

ひとつ県の方にお聞きしたいのですが、もし荒瀬ダムを撤去した場合、８０年に１度の

洪水になった場合のシミュレーションをご説明願いたい。

（福原課長）
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荒瀬ダム自体は、先ほどから申し上げておりますように発電専用ダムで、治水機能がな

いので、入ってきた水をそのまま流しているので、よろしくお願いします。

（Ｊ氏）

この世に生を受けて５４（６４？）年、トヨクニ旅館が流れたのを目の当たりにしてい

る。そのような状況になったときに八代は大丈夫なんですか。それで、阿蘇に今度できる

というダムが洪水調節用ダムということを考えてみる流れで、存続するとした場合に、洪

水調整ダムにできないのか。今発電用ダムと仰いましたけど、そういうのを含めて八代市

民はどうすればいいのか、それを教えて頂きたい。

（局長）

先ほど工務課長がご説明しましたように、荒瀬ダムにそういう機能は備えられていませ

ん。今仰ったように、トヨクニ旅館ですか、そういう話は、川辺川ダム問題で私すっと担

当していますが、そういう話が出ています。その部分については、荒瀬に過大な期待して

いただくよりも、川辺川ダムでご質問して意見交換して頂くのがいいと思います。

（合志市Ｋ氏）

荒瀬ダムは存続すべきだという立場で質問します。先ほどありましたように、平成６年

の渇水時においては、ダムの放流によってかなりの多くの農民の方が被害を最小限に抑え

ることができました。それは、一重に荒瀬ダムの放流による物でございます。

先ほどから、荒瀬ダムは発電用だけであって、利水には利用しないのだという紋切り型

の回答がされていますが、現実には遙拝堰によって、工業用水、農業用水、宇土・天草・

上天草方面の水道として利用されています。目的が発電用といえども、現実には何万とい

う住民の方が恩恵を被っているわけであります。それで、荒瀬ダムもそういう水を利用し

ている方々に対するバックアップ体制というのも当然の仕組みだと思います。

それで、渇水時における放流、それがひとつ。もし、５年前に潮谷知事は一挙に踏み切

られたわけでございますけれど、そのときに審議内容を見ましても、利水の問題について

は一言も触れられておりません。それは、ただ関係ないと言うだけでは済まないと思うん

です。現実にこれだけ多くの方が、農家・水道用水を使われている方がいらっしゃるわけ

ですから、それを無視してやるというのは不可能だと思います。

それで、もし荒瀬ダムを撤去するのであれば、その代替として瀬戸石ダムがその役割を

果たしてくれるか、それは甚だ疑問だと思います。利水の点についての質問をお願いしま

す。

（局長）

先ほど申し上げましたように、荒瀬ダムは機能としては発電専用ダムです。ただ、先ほ

ど申し上げましたように、知事もできるだけ川の対策については総合的にやるのが政治家

としては取るべき道かなということを言っておりますので、法律上は多目的ダムではあり

ませんけど、関係者の皆さんと、当然国交省さんもそうですけど、河川法の範囲内ででき

るだけ皆さんでうまくいけるように調整しながら、現実に応じてやっていきたいと思って

いますので、ご理解をお願いします。

（Ｌ氏）

先ほど県民総意の撤去というお話があったが、本日も凍結賛成という方々が沢山見えて

おられます。それは、先程来お話が出ておりますように、農業用水の安定確保ということ
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でございます。

もともと、この荒瀬ダム撤去の発端は、坂本村議会が過半数で可決して、それを平成１

４年の１２月県議会で潮谷知事が撤去というようなことになったわけでございますが、私

は川辺川ダムにしろ荒瀬ダムにしろ、賛成反対で、この二つで分けることはなかなか難し

いだろうと。撤去することで影響を受ける方もおられます。また、凍結することで影響を

受ける方もおられます。坂本自体も凍結賛成の方も沢山おられるわけです。凍結するなら

ば、凍結することによって影響を受ける部分については、先ほど説明があったように十分

な措置をとっていただきたい。

また、知事が逆に、戻って撤去するということであれば、今日、土地改良関係の農家の

皆さんが沢山来ておられます。これは、やはり水が心配ということできておられると思い

ますので、所謂、これを撤去することが善で凍結することが悪というような言い方で聞こ

えるわけでございますが、それぞれのことによって、凍結することによって起きるいろん

な問題についても十分配慮して頂きたい。仮に撤去が決定さたときには、我々農業にとり

ましても安定した水利が確保されるかというのが問題だと思いますので。

この問題は知事に任せた方がいいと思っています。凍結して、安定した農業の利水をお

願いしたいということでございます。

（局長）

貴重な意見をありがとうございました。今のは回答が要らないということでよろしいで

すか。

（Ｌ氏）

はい。了解

（松崎Ｍ氏）

２点お願いします。まず、農業用水利水で、荒瀬ダムが農業土地改良の利水にされたの

かというのを１点お聞きしたい。長年ここに住んでいるが、川辺川ダムが枯渇したという

ことは１回もきいておりません。川辺川ダム水がなくなったということは、話は聞いてい

ません。水が流れなくなったということは聞いていません。それを発電のためにせき止め

。 、 、るというのが荒瀬ダムでしょう 話を聞いてみますと 環境と調和したダムということで

アオコが出たり赤潮が発生したり臭いが出たら、水を流して地域の皆さんのご要望に応え

ましょうと言ますけど、本当に流せますか、水力発電を止めて流せますか。今まで全部そ

れで水害が起きてきたじゃないですか。満タンするまで水をためて、いざのいざとなった

時にどっと流すと、それが今までのダムの方式じゃなかったんですか。本当にですね、赤

潮が発生したとか、アオコが発生したときに、地域住民の人が水を流してくれと言ったら

流せますか、発電を止めて。

総合原価方式というのをもうひとつお聞きしたい。総合原価方式というのはどういう原

価方式ですか。３点になりましたが。

（福原課長）

最初の、農業用水として流したのかと言うことで、先ほど申し上げましたように、発電

をずっと続けておりましたけど、流入量が減ってきて発電からゲート放流に切り替え、し

ばらくの間はダムにたまっている水も併せて流しながら、下流に補給した事実は確かにあ

ります。
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（Ｍ氏）

はっきり言ってください。発電ができなくなったから、流したということでしょう。

（福原課長）

それと同時に、発電から確かにゲートに切り替えております。

（Ｍ氏）

発電ができなくなった水位だから流したということでしょう。

（福原課長）

いえ、そうじゃありません。発電は確かにできなくはなりましたけど。

（Ｍ氏）

発電ができなくなったんでしょう。

（局長）

発電というのは、ある程度水がこれ以上溜まらないと発電はできません。平成６年はそ

れよりもずっと水が下がったから発電はできないけど、当然止めるけど、それと同時にゲ

ートを開けて、本当はずっと溜めてまた発電のために溜めるんだけど、農業用水のために

流したと言うこと。

それと、荒瀬ダムが水をせき止めるという部分、荒瀬ダムというのは、上から瀬戸石か

ら１００トン水が来たらその１００トンを使って隧道で流して発電して、１００トンを流

すんですよ。荒瀬ダムで１００来たら５０しか流さないということではない、それが発電

専用ダムということ。

（中園課長）

総括原価についてお答えします。簡単にということですが、簡単にできませんので、詳

しい話を。九電に売電をしています。電気を作るために、たとえば人件費であるとか、動

力費、メンテナンス費用、減価償却費、こういったものを「原価」と言いますけど、これ

に一定の利潤を含めたものを総括原価と言います。いろんな改良費であるとか利潤を含め

てキチッと電気料金で回収できる、そういった仕組みを総括原価方式といいます。

現在、九電との間に総括原価方式ができるように、交渉を進めており、年内にその見込

みが立つということです。

（局長）

補足しますと、発電するために金が要るでしょう、設備を作ったり泥を取ったり。発電

用に使った金を単価に上乗せしていいですよというのが総括原価方式です。

（Ｍ氏）

それを九電が飲むわけですか。

（事務局）

それは交渉で・・・・・。交渉の中で決めていきます。

（Ｍ氏）

それはおかしいじゃあないか。

（八代市Ｎ氏）

２つ、指摘、お願いをしたい。蒲島知事、今日もありましたけど、荒瀬ダムによる水力

発電を非常にクリーンな環境に優しいエネルギーだと仰ってます。私は、環境ＮＰＯで全

国的にいろんな環境活動をやっていまけど、非常に今、全国の環境系の団体の方から、熊
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本県知事さんは本当に環境政策を知らないねと言われてます。というのは、ダムによる水

力発電というのは環境に優しくないので、自然エネルギーにも算入されないのが常識なん

ですね、環境の世界では。それをですね、環境に優しい二酸化炭素排出防止になるという

ことで、そういう誤った認識を公言されているので、環境系のＮＧＯの仲間から、熊本県

知事、環境政策に疎いねという評価を受けていますので、是非知事のほうに、もう少し環

境を勉強してくださいというのを伝えて頂きたいと思います。

もうひとつ、今日まだ費用が出ていないということで、ダムを存続させた場合の対策を

教えて頂いたんですけど、私がひとつ思うのは、いつも撤去したらいくら、残したらいく

らかかるという、県庁の、県が払う銭勘定だけで計算をされていますけど、実はダムがで

きたことによって失われた経済的な価値、これは下流の漁業とか、非常に豊かな漁業だと

か経済的価値があったものがなくなってしまった、それを撤去することによって蘇るもの

が当然出てくる。そういうものを、そういう価値を算入しないまま、ただ単純に撤去した

らいくらで、残したらいくらだという、そこだけの議論に終始しても全く費用対効果的に

は意味がない議論になりますので、今後、県には是非そこの失われた経済価値と復元され

。 。た経済価値を含めた費用対効果をもって判断をしてもらいたい これは是非お願いします

（局長）

今日ビラをいただいたので分かりました。一点目おっしゃっていたのは、知事に伝えま

す。２点目については今後の検討課題にさせてください。急に、例えば１年でできる話で

はないでしょう。それについては、今後関係部局と調整しながら検討していきますので、

仰ったことについては。

（Ｎ氏）

１年で出来ないことは。費用対効果は。ダムは１２月まで結論を出すのでしょう。それ

を含んで費用対効果を出さないと意味ない。がんばって１２月まで出して頂いて、宜しく

お願いします。

（局長）

それは、事実上不可能と思っていますが。

（八代漁協Ｏ氏）

漁を初めて４２年になりますが、アサリ貝を掘って生計を立てています。金剛干潟でや

っていますが、金剛干潟が地盤高が２０ｃｍくらい違ってきています。堤防から乾湿干潟

が１５０ｍほど後退しています。今年３月、覆砂事業をやっていただきましたけれども、

私たちも、この会場におられる皆様方は、資料を見られるとみんな県の費用でやって頂い

ていると誤解されるかもしれませんので、一言言っておきたいと思います。

私たちも受益者負担という形で費用を負担しておりますけど、むしろ私たちは被害者じ

ゃあないのかなあ思うわけです。何が受益者なのか。当然ダムがなかったらそこの干潟は

減少しとらんのに、減少した干潟を覆砂するのに、受益者負担という形で我々漁民からも

金をとる。そういうことが許されるのかなあと、上野さんにお聞きしたい。

（局長）

私も、Ｏさんが言われたのは、私も胸にずっと堪えておるつもりでございますけど、現

在やっておりますのは、今仰ったように、荒瀬に溜まっている良質な部分をとって金剛等

に持って行って事業を行います。それについては、１９年度はうちの担当する部分と農林
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水産省が担当する部分と１億くらいかかりました。これについては、当然県も払う国も払

う、八代市さんにも自治体ということで負担して頂きます。それと仰ったように、漁業者

の方にも受益者ということでおはらいいただくことになっています。パーセンテージは別

にしてですね。

それについては、日本の今の農林水産省の補助制度、事業自体がそういうシステムにな

っていますので、私のほうでそれを払わなくて良いですよと中々言えないということで、

そういうご要望があるということを聞いて関係部局にそういうことをお伝えして、はたし

て、これが免除できるのか相談しないと、私が免除できますよとはいえないということで

ご理解ください。

（美しい球磨川を守る市民の会Ｐ氏）

６月２３日に知事さんが私たちに、環境に配慮した良い方法と発電を両立出来る案はな

いかと企業局に伝えていると、また詳細な積算資料を出せと伝えていると６月２３日に仰

った。今日はその資料が当然出てくると思って期待して参りました。私は当初からの荒瀬

ダム検討委員会の当初からの委員のひとりだったものですから。それが出ていないという

ことでありますし、また、この説明会資料には第１回荒瀬ダムに係る説明会とあります。

積算の資料が出た時点で２回目もしくは３回目をなさいますか。

荒瀬ダムの影響は、坂本、それから八代の農業を営む方々、漁協を営む方と同時に、消

防団をやっていたので良く分かるが、萩原橋で飛び込むと１０日後に津奈木で上がる。球

磨川の水はあっちに流れているわけです。あっちの人たち、漁業も全部球磨川の影響を被

っているということです。天草もそうです。この説明会を天草でも、田浦、津奈木でも是

非やって欲しい。なさる気はありますか。

[パワーポイント資料の１７ページをスクリーンに映し、水が流れてくる図で] 水が右

から左に流れてきます。荒瀬ダムの総放水量は何トンですか。

（福原課長）

６５５０トン。

（Ｐ氏）

６５００トンでしょう。国交省が計画している川辺川の基本高水量は何トンですか。横

石で７８００トンですよ、カットして。７８００トンが右から流れてくるが、そこ[ダム

のこと]は６５００しか流れないのですよ。ゲートはどうなりますか。国交省がいう、川

辺川でカットして７８００トン流れてくるんですよ。

荒瀬ダム検討委員の一人として、農業用水とかそういうのをずいぶん勉強しました、利

水のことも考えました。平成６年１０月３０か３１日の午後３時からしばらくの間[の放

流については]、私への説明とはずいぶん違った説明でした。

ですから、皆さんにお配りした資料も、私は企業局から言われた言葉をそのとおり鵜呑

みにして書いたものですから、農業用水の方に誤解を招いて申し訳ないと思っています。

ただ、言いたいのは、荒瀬ダムには１０１３万トン、瀬戸石ダムは９９３万トンですね。

トータルでは２０００万トンの水が貯留されています。なかったら、荒瀬ダムがなかった

ら、１千万トンはありません。いらなくなります。そのとき、じゃあ瀬戸石ダムはどうい

うふうな説明していますかと 「私たち瀬戸石ダムは２２．５トンの水は常時下流に流す。

ようにに努力をします 」そういうことを言っていますね。だから、八代には２２．５ト。



- 26 -

ンの水は必ず来ますね。荒瀬ダムが撤去されても。

平成６年の渇水の時に、私もデータを持っていますが、北部土地改良区と南部土地改良

、 。区への水の容量というのは 前の年と余り変わらずそんなに少なくなっていませんでした

、 。 、ただ 球磨川の本流に流れた水は殆どゼロに近いくらいカットされていますと ですから

その本流から取られる麦島、八の字堰から取水される、麦島から取水される、さっき仰っ

た金剛地区、麦島の地区、ああいったところの田畑をなさる農業に携わってらっしゃる方

が非常にご苦労なさったんです。

ですから、ダムがなければ１千万トンの水、荒瀬ダムの１千万トンの水が常時八代には

供給されることになります。その間、荒瀬ダムが５５年間、何回今までそういって上流か

ら流れてくる水を下流に補給したんですか、とお尋ねしました。企業局のお答えは、平成

６年１０月３１日午後３時、そのとき１回だけでした。私が調べたところでは、１９３４

年、今から７０年前に１度凶作が八代で起こっています。

（局長）

Ｐさん、最後のところですけど、荒瀬は確かに貯水量１千万トンですけど、荒瀬がなか

ったらじゃあ１千万トン球磨川に流れていくかというとそうじゃなくて、溜めてあるのが

１千万トンで、荒瀬がなくなったら上から流入してきた部分しか流れませんから、それは

今発電している量と同じなんですよ。あなたが言っているのは、溜まっている水が１千万

トン、だからそれを落とすと１千万トンがずーっと流れてくる。そういうことはあり得な

い。それはご理解ください。

（福原課長）

先ほど、横石地点で７８００トンという数字と荒瀬ダム地点の６５５０トンという数字

で、横石に７８００流れるから荒瀬で７８００流れるんじゃないかという話だったと思う

が、横石と荒瀬では水を集めてくる面積が、横石ではずいぶん広くなってきます。横石が

下流にあるので。その分が荒瀬の数字に上乗せしてくる。

（局長）

油谷川と中谷川の

（Ｑ氏）

川辺が出来たときに７千トン流れてくる時の６５５０トンですよ。８０分の１にしてい

たじゃないですか。それが１００分の１になってくると、全体で９９００トンでしょう。

だからその分の数字の違いは多分にあると思います。

（福原課長）

Ｑさんが言われたとおり、それが正しい数字と思います。じゃあそのときに、荒瀬ダム

が流せないのか、ダムがおかしくなってしまうのかということですが、荒瀬ダム自体は設

計時に、どの程度非常時に流せるのかということが出ているが、１万トン近く流せるとい

う数字が出ています。今度来ていただいたときに設計資料をお見せします。

（局長）

津奈木、天草の話であるが、４部会、５部会、６部会も利害関係があるからということ

で、平成１４年も案内した。今回も案内して、来て頂いているか確認していませんが、仰

ったのは、５部会６部会、６部会は下島だけど元の、例えば牛深でやってくださいという

意味なら、現実的には無理だとお答えする。もしあそこでやるとして、どれだけの人が集
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まってどういった形で効果があるか分からないし、今の状況でこちらで申し訳ないけど、

こちらでやってご意見をいただくという形でしたいと思いますので、ご理解ください。案

内はしているということだけは申し上げます。

（Ｐさん）

積算は出た時点でやこう。

（局長）

積算は何れにしろ、出たらきちっと県議会にご報告するように申し上げていますので、

皆さん方にも、ただそれが、２回目が積算が間に合わなかったら当然２回目には出せませ

ん。出来た時点で会が開かれたときにそこでご説明するということでご理解ください。

（以上）


